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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第30期

第１四半期連結累計期間
第31期

第１四半期連結累計期間
第30期

会計期間
自 平成28年８月１日
至 平成28年10月31日

自 平成29年８月１日
至 平成29年10月31日

自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日

売上高 (千円) 1,228,498 2,322,201 7,733,710

経常損失（△） (千円) △407,142 △484,155 △939,023

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益又は親会社株主に
帰属する四半期純損失（△）

(千円) 1,115,993 △721,400 47,127

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,115,886 △889,923 47,127

純資産額 (千円) 8,860,610 8,003,995 7,639,212

総資産額 (千円) 29,092,175 38,911,124 31,438,059

１株当たり四半期（当期）純利
益金額又は四半期純損失金額
（△）

(円) 4.61 △2.68 0.18

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 18.3 7.9 12.9
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

３．第30期、第30期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、第31期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるた

め、記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

主要な関係会社の異動は以下のとおりです。

（不動産再活事業）

当第１四半期連結会計期間より、合同会社中央マネジメントおよび日本住宅開発特定目的会社を連結の範囲に含め

ております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結累計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による各種経済・金融政策の効果を背景に、企業

収益が改善し、雇用情勢も着実な改善が続くなか、個人消費も持ち直しの動きがみられるなど、緩やかな回復基調

が続いております。一方、アメリカの政治動向や金融政策、また、アジアやヨーロッパにおける地政学的リスクの

高まりなどによる日本経済への影響が懸念される状況となっております。

当社が属する不動産業界におきましては、全国主要都市のオフィスビル市況の情報を提供している三鬼商事株式

会社の調査による東京都心５区（東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）のオフィス空室率は、平成29

年10月には3.02％と依然として低水準で推移しております。また、オフィス平均賃料は平成29年10月には19,033

円／坪と平成21年11月以来の19,000円／坪台へ上昇しております。このようにオフィスビルに対する需要は引き続

き好調な状況にあります。

こうした状況下、当社グループは東京都心部や関西地区に保有する販売用不動産の売却活動を進めてまいりまし

た。当第１四半期連結累計期間においては、売却決済予定であった東京都港区所在の販売用不動産の売却がなされ

なかったことや全国に所在する収益レジデンスの売却が予定どおりに進まず一部の売却にとどまりました。一方、

関西地区において収益ビルを売却いたしました。なお、将来の課税所得を保守的に見積り、繰延税金資産の回収可

能性を慎重に検討した結果、繰延税金資産の一部を取り崩し、当第１四半期連結累計期間において法人税等調整額

として４億５百万円を計上いたしました。

以上から、連結売上高は23億22百万円（前年同期比89.0％増）、営業利益は77百万円（同22.4％増）、経常損失

は４億84百万円（前年同期は４億７百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は７億21百万円（前

年同期は11億15百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

当第１四半期連結累計期間における各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

（不動産再活事業）

上記のとおり、関西地区における収益ビルの売却や全国に所在する収益レジデンスの一部を売却いたしました。

以上から、不動産再活事業の売上高は21億81百万円（前年同期比92.4％増）、営業利益は１億３百万円（同

17.8％減）となりました。

（不動産賃貸収益等事業）

不動産賃貸収益等事業は、当社が保有する不動産物件に係る受取賃料収入や収入手数料等で構成されておりま

す。収益用不動産の増加から賃料収入が増加し、不動産賃貸収益等事業の売上高は１億40百万円（同48.6％増）、

営業利益は１億19百万円（同128.7％増）となりました。

 

（２）財政状態の分析

（流動資産）

当第１四半期連結累計期間末における流動資産は、386億59百万円（前連結会計年度末は309億91百万円）となり

ました。主な内訳としては、現金及び預金が21億45百万円（同26億91百万円）、販売用不動産が236億51百万円（同

144億44百万円）、販売用不動産信託受益権が113億52百万円（同113億51百万円）などであります。

（固定資産）

当第１四半期連結累計期間末における固定資産は、２億51百万円（同４億46百万円）となりました。主な内訳と

して、関係会社株式が１億91百万円などであります。
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（流動負債）

当第１四半期連結累計期間末における流動負債は、227億71百万円（同194億34百万円）となりました。主な内訳

としては、短期借入金が95億35百万円（同84億83百万円）、１年内返済予定の長期借入金が43億39百万円（同40億

48百万円）、１年内償還予定の新株予約権付社債が11億円（同15億円）、１年内償還予定の社債が68億円（同48億

円）などであります。

（固定負債）

当第１四半期連結累計期間末における固定負債は、81億35百万円（同43億63百万円）となりました。主な内訳と

しては、社債が48億40百万円（前連結会計年度末はなし）、長期借入金が32億84百万円（同43億52百万円）などで

あります。

（純資産）

当第１四半期連結累計期間末における純資産は、80億３百万円（同76億39百万円）となりました。主な内訳とし

ては、資本金が５億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が22億72百万円、自己株式が△８億４百万

円、非支配株主持分が49億35百万円などであります。以上の結果、自己資本比率は7.9％となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 851,170,520

Ａ種優先株式 8,916

Ｂ種優先株式 26,701

Ｃ種優先株式 2,160,476

Ｄ種優先株式 2,160,410

Ｅ種優先株式 138,822

譲渡制限種類株式 1,818,182

計 857,484,027
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年12月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 277,657,459 277,657,459
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式
100株

Ａ種優先株式 2,674 2,674 ― （注）２、３、４

Ｅ種優先株式 138,822 138,822 ― （注）２、３、５

計 277,798,955 277,798,955 ― ―
 

(注) １ 「提出日現在発行数」欄には、平成29年12月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

２　Ａ種およびＥ種優先株式は、現物出資（借入金の株式化1,316百万円）によって発行されたものでありま

す。

３　単元株式数

単元株式数は１株であります。

４ Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

１. 剰余金の配当

(1) Ａ種優先配当金

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい

う。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

７項(1)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ａ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控除した額

とする。

(2) Ａ種優先配当金の額

Ａ種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に以下の年率（以下「Ａ種優先配当年

率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

　2011年度および2012年度＝0.1%

　2013年度および2014年度＝0.3%

　2015年度以降＝0.5%

(3) Ａ種優先中間配当金
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当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、第７

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。

(4) 非累積条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＡ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＡ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。

(5) 非参加条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。

２. 残余財産の分配

(1) Ａ種優先残余財産分配金

当社の残余財産の分配をするときは、第７項(2)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、

300,000円を支払う。

(2) 非参加条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

３. 議決権

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

４. 普通株式を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）の翌営業日以降2030

年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ａ種転換請求期間」という。）いつでも、当社に対し

て、普通株式の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、次に定める数の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。

(1) Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＡ種優先株式の数に

300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種優先

株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも

のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

(2) 取得価額

当初取得価額は、3,704円とする。

(3) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

 

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
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    （発行済普通株式の数－当社が保
有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数
×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

 

 

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優

先株主およびＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

５. 金銭を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、2015年11月１日以降2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）

まで（以下「償還期間」という。）の毎年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）、

法令上可能な範囲で、かつ下記(1)および(2)に定める上限の範囲内において、当社に対して、金銭の交

付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求（以下「償還請求」と

いう。）することができるものとし、当社はＡ種優先株主が償還請求をしたＡ種優先株式を取得するの

と引換えに、下記(3)に定める額（以下「任意償還価額」という。）の金銭を、当該Ａ種優先株主に対

して交付するものとする。なお、下記(1)および(2)に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取

得すべきＡ種優先株式は、償還請求が行われたＡ種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。

(1) 任意償還価額の上限

Ａ種優先株主は、本項に基づくＡ種優先株主による償還請求がなされた日（以下「償還請求日」とい

う。）の前日における分配可能額が１億円を上回る場合に限り、当該上回る金額を任意償還価額の上限

として、償還請求をすることができる。

(2) 取得株式数の上限

Ａ種優先株主は、各償還請求日において、Ａ種優先株式1,784株を上限として、償還請求をすることが

できる。
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(3) 任意償還価額

任意償還価額は、Ａ種優先株１1株につき、300,000円とする。

 ６. 普通株式を対価とする取得条項

当社は、Ａ種転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、Ａ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することを

もって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換

えに、かかるＡ種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額

で除して得られる数の普通株式をＡ種優先株主に対して交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引

換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを

取扱う。

７. 金銭を対価とする取得条項

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部または一部を取得すること

ができる。この場合、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以

下「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株

式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2) 強制償還価額

強制償還価額は、Ａ種優先株式１株につき、300,000円とする。

８. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

(2) 当社は、Ａ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

９. 優先順位

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。

10. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

11. 株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

12. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由

平成26年２月１日付で、普通株式について100株を１単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式

１株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、１株

を１単元とする単元株制度を採用しました。

５ Ｅ種優先株式の内容は次のとおりであります。

１. 剰余金の配当

(1) Ｅ種優先配当金

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」とい

う。）またはＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｅ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＥ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｅ種優先中間配当金を控除した額

とする。

(2) Ｅ種優先配当金の額

Ｅ種優先配当金の額は、3,704円に、事業年度毎に0.05%を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(3) Ｅ種優先中間配当金
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当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｅ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。

(4) 非累積条項

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対して支払うＥ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＥ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＥ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。

(5) 非参加条項

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。

２. 残余財産の分配

(1) Ｅ種優先残余財産分配金

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき、

3,704円を支払う。

(2) 非参加条項

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

３. 議決権

Ｅ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。

４. 普通株式を対価とする取得請求権

Ｅ種優先株主は、2019年７月28日以降2030年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｅ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＥ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＥ種優先株主が取得の請求をし

たＥ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｅ種優先株主に対して交付

するものとする。

(1) Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＥ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｅ種優先株式の取

得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

(2) 取得価額

当初取得価額は、3,704円とする。

(3) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。

 

 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
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    （発行済普通株式の数－当社が保
有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数
×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

 

 

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＥ種優

先株主およびＥ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

５. 普通株式を対価とする取得条項

当社は、Ｅ種転換請求期間中に取得請求のなかったＥ種優先株式の全部を、Ｅ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することを

もって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換

えに、かかるＥ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で

除して得られる数の普通株式をＥ種優先株主に対して交付するものとする。Ｅ種優先株式の取得と引換

えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。

６. 金銭を対価とする取得条項

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｅ種優先株式の全部または一部を取得すること

ができる。この場合、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以

下「強制償還価額」という。）の金銭をＥ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｅ種優先株

式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2) 強制償還価額

強制償還価額は、Ｅ種優先株式１株につき、3,704円とする。
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７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、Ｅ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

(2) 当社は、Ｅ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

８. 優先順位

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

10. 株主総会において議決権を有する理由

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。

11. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由

平成26年２月１日付で、普通株式について100株を１単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式

１株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、１株

を１単元とする単元株制度を採用しました。
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(2) 【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権及び新株予約権付社債はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年10月31日 ― 277,798,955 ― 550,018 ― 1,050,018
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成29年10月31日現在)

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 2,674 ― （注）２

議決権制限株式(自己株式等)  ― ― ―

議決権制限株式(その他)  ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

7,012,900 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
Ｅ種優先株式

270,278,000
138,822

2,702,780
138,822

（注）２

単元未満株式  366,559 ―
１単元（100株）
未満の株式

発行済株式総数  277,798,955 ― ―

総株主の議決権  ― 2,841,602 ―
 

（注)１ 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成29年７月31日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

２　Ａ種優先株式、Ｅ種優先株式の内容は、「１（1）②発行済株式」の内容欄に記載しております。

② 【自己株式等】

  （平成29年10月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社アルデプロ
東京都新宿区新宿三丁目

１番24号
7,012,900 ― 7,012,900 2.52

計 ― 7,012,900 ― 7,012,900 2.52
 

(注）当第１四半期末現在の自己株式数は、7,013,232株であります。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成29年８月１日から平成

29年10月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年８月１日から平成29年10月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、霞友有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年７月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,691,406 2,145,174

  販売用不動産 14,444,051 23,651,185

  販売用不動産信託受益権 11,351,482 11,352,203

  未収入金 575 593

  前渡金 1,072,210 232,026

  繰延税金資産 903,689 498,549

  その他 527,783 780,009

  流動資産合計 30,991,199 38,659,743

 固定資産   

  有形固定資産 9,854 9,433

  無形固定資産 920 862

  投資その他の資産 436,085 241,085

  固定資産合計 446,859 251,381

 資産合計 31,438,059 38,911,124

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 8,483,000 9,535,000

  1年内償還予定の社債 4,800,000 6,800,000

  1年内償還予定の新株予約権付社債 1,500,000 1,100,000

  1年内返済予定の長期借入金 4,048,853 4,339,438

  未払金 38,137 407,229

  未払費用 130,848 78,579

  未払法人税等 24,169 2,324

  賞与引当金 4,902 9,044

  その他 404,948 499,640

  流動負債合計 19,434,859 22,771,256

 固定負債   

  社債 - 4,840,000

  長期借入金 4,352,387 3,284,150

  退職給付に係る負債 11,600 11,722

  固定負債合計 4,363,987 8,135,872

 負債合計 23,798,847 30,907,129

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 550,018 550,018

  資本剰余金 1,050,018 1,050,018

  利益剰余金 3,269,075 2,272,755

  自己株式 △804,322 △804,355

  株主資本合計 4,064,789 3,068,436

 新株予約権 280 280

 非支配株主持分 3,574,141 4,935,278

 純資産合計 7,639,212 8,003,995

負債純資産合計 31,438,059 38,911,124
 

EDINET提出書類

株式会社アルデプロ(E04023)

四半期報告書

15/23



(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年８月１日
　至 平成28年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
　至 平成29年10月31日)

売上高 1,228,498 2,322,201

売上原価 999,721 1,946,635

売上総利益 228,776 375,565

販売費及び一般管理費 165,170 297,729

営業利益 63,606 77,836

営業外収益   

 受取利息 6,360 5,433

 受取手数料 9,292 338

 営業外収益合計 15,653 5,772

営業外費用   

 支払利息 91,232 129,345

 支払手数料 382,605 59,501

 消費税相殺差損 12,565 271,206

 社債利息 - 44,310

 社債発行費 - 63,400

 営業外費用合計 486,402 567,764

経常損失（△） △407,142 △484,155

特別利益   

 関係会社株式売却益 6,600 -

 新株予約権戻入益 312 -

 特別利益合計 6,912 -

特別損失   

 役員退職慰労金 34,702 -

 特別損失合計 34,702 -

税金等調整前四半期純損失（△） △434,932 △484,155

法人税、住民税及び事業税 610 627

法人税等調整額 △1,551,428 405,140

法人税等合計 △1,550,818 405,767

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,115,886 △889,923

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △106 △168,522

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

1,115,993 △721,400
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年８月１日
　至 平成28年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
　至 平成29年10月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,115,886 △889,923

四半期包括利益 1,115,886 △889,923

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,115,993 △721,400

 非支配株主に係る四半期包括利益 △106 △168,522
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第１四半期連結会計期間より、新たに取得した合同会社中央マネジメントおよび新たに取得した日本住宅開発特

定目的会社を連結の範囲に含めております。なお、日本住宅開発特定目的会社は特定子会社であります。

 

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年８月１日
　至　平成28年10月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年８月１日
　至　平成29年10月31日）

減価償却費 576千円 478千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年８月１日 至 平成28年10月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総
額（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月27日
定時株主総会

普通株式 460,103 2.00 平成28年７月31日 平成28年10月28日 利益剰余金

平成28年10月27日
定時株主総会

Ａ種優先株式 4,011 1,500.00 平成28年７月31日 平成28年10月28日 利益剰余金

平成28年10月27日
定時株主総会

Ｃ種優先株式 14,987 18.50 平成28年７月31日 平成28年10月28日 利益剰余金

平成28年10月27日
定時株主総会

Ｄ種優先株式 36,207 18.50 平成28年７月31日 平成28年10月28日 利益剰余金

平成28年10月27日
定時株主総会

Ｅ種優先株式 263 1.90 平成28年７月31日 平成28年10月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結累計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間(自 平成29年８月１日 至 平成29年10月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総
額（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月26日
定時株主総会

普通株式 270,644 1.00 平成29年７月31日 平成29年10月27日 利益剰余金

平成29年10月26日
定時株主総会

Ａ種優先株式 4,011 1,500.00 平成29年７月31日 平成29年10月27日 利益剰余金

平成29年10月26日
定時株主総会

Ｅ種優先株式 263 1.90 平成29年７月31日 平成29年10月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結累計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年８月１日 至 平成28年10月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２不動産再活事業

不動産賃貸
収益等事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 1,133,876 94,621 1,228,498 ― 1,228,498

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,133,876 94,621 1,228,498 ― 1,228,498

セグメント利益 125,412 52,274 177,686 △114,079 63,606
 

(注）１　セグメント利益の調整額△114,079千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△114,079千円であ

ります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年８月１日 至 平成29年10月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２不動産再活事業

不動産賃貸
収益等事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,181,629 140,571 2,322,201 ― 2,322,201

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,181,629 140,571 2,322,201 ― 2,322,201

セグメント利益 103,116 119,530 222,647 △144,811 77,836
 

(注）１　セグメント利益の調整額△144,811千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△144,811千円であ

ります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年８月１日
至 平成28年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
至 平成29年10月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額（△）

４円61銭 △２円68銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
　　親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円)

1,115,993 △721,400

   普通株主に帰属しない金額(千円) 55,469 4,274

（うち優先配当額（千円）） 55,469 4,274

   普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
　　益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する
　　四半期純損失金額（△）(千円)

1,060,523 △725,675

    普通株式の期中平均株式数(株) 230,051,774 270,644,434

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期連結累計期間については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在していないため、当第１四半期連結累計期間については、潜在株式が存在するも

のの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年12月15日

株式会社アルデプロ

取締役会  御中

霞友有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   依　田　友　吉  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   山　崎　安　通  印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルデ

プロの平成29年８月１日から平成30年7月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成29年8月１日から平成

29年10月31 日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年8月１日から平成29年10月31 日まで） に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成29年10月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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